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現道工事における交通誘導警備員の配置について 

１ 認定路線 

（１）指定路線 

   ７２路線（埼玉県公安委員会告示第 130 号参照） 

（２）指定区間 

   埼玉県内の全域 

２ 交通誘導警備員を配置するときの留意事項 

  指定路線で交通誘導を行う場合は、交通誘導警備業務の１級又は２級検定の合格証明

書の交付を受けた警備員（以下「交通誘導警備員Ａ」とする）を指定路線ごとに、１人

以上配置することとする。 

３ 資格の確認 

  監督職員は受注者に「交通誘導警備員の配置計画について記載した施工計画書」及び

「合格証明書の写し等資格要件の確認ができる資料」を提出させ、適正に配置が計画さ

れていることを事前に確認することとする。 

４ 現場での確認 

  監督職員は業務に従事している交通誘導警備員Ａが、合格証明書を携帯していること

を確認することとする。 

５ 配置状況の確認 

  監督職員は、「交通誘導員警備員日報」等により、交通誘導警備員Ａが適正に配置され

ていることを確認することとする。 

６ その他 

指定路線以外においても、警察協議等で交通誘導警備員Ａを配置する旨の要請があっ

た場合は配置するよう努めること。   
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